
北海道告示第10682号
北海道が令和６年度(2024年度)において補助金等を交付する事務又は事業、補助対象経費、補助率等を次のとおり定める。
令和６年(2024年)４月19日

北海道知事 鈴 木 直 道
（環境生活部所管分その２）

補助金等を交付する事 交付申請書に添 実績報告書に添 交付申請書の提 補助金等の交付 摘 要
務又は事業の名称及び 補助対象者 補 助 対 象 経 費 補 助 率 等 付すべき関係書 付すべき関係書 出部数、提出期 に関する権限の
その目的又は趣旨 類 類 限及び提出先 委任

１ 北海道消費者行政強化事 環生第２号様式 環生第２号様式 提出部数 １部 書類は、
業 （補助対象経費 （補助対象経費 提出期限 別に指示 総合振興
消費者行政の推進及び強 に建設工事を含 に建設工事を含 する日 局長又は

化に向けた市町村及び適格 む場合は、環生 む場合は、環生 提 出 先 環境生活 振興局長
消費者団体等の取り組みを 第８号様式を併 第８号様式を併 部くらし を経由す
支援することにより、地域 せて提出する。） せて提出する。） 安全局消 ること。
の消費者の安全で安心な消 環生第15号様式 環生第30号様式 費者安全 （申請者
費生活の実現に資するた 環生第18号様式 環生第31号様式 課 が適格消
め、予算の範囲内で補助す 環生第20号様式 別に指示する様 費者団体
る。 環生第32号様式 式 であ

（申請者が市町 る場合を
村である場合を 除く。）
除く。）
別に指示する様
式

(推進事業)
(1) 消費生活相談機能整 市町村 10分の10以内
備・強化事業 （知事が別に

定める額を限
度額とする。）
寄附金その他
の収入金があ
るときは補助
金の額の算定
に当たり、当
該寄附金その
他の収入の控
除等を行う。

ア 消費生活センター 消費者センターを含む消費生
等整備事業 活相談窓口（以下「消費生活セ

ンター等」という。）の新設、増
設、拡充を図るために必要な事



務所の設置、事務所の改修、機
材・事務用機器の設置、執務参
考資料購入、先行事例調査に要
する謝金及び旅費、消費生活セ
ンター等の整備等の消費者行政
の充実・強化の効果を把握する
ための調査経費、消費生活セン
ター等の拡充を図るために必要
な物品の購入及び消費生活セン
ター等に関する住民への周知に
係る経費のうち、次に掲げるも
の
報償費、旅費、需用費（光熱

水費を除く。）、役務費（電話使
用料を除く。）、委託料（保守管
理に係るものを除く。）、使用料
及び賃借料（下水道料を除く。）、
工事請負費、原材料費、公有財
産購入費、備品購入費、公課費
（経常的な経費を除く。）

イ 消費生活相談窓口 専門的知識を有する者を活用
高度化事業 するために必要な講師謝金、講

師旅費、委託料（保守管理に係
るものを除く。）

ウ 商品テスト強化事 消費生活センターが消費者か
業 ら寄せられた製品関連事故に関

する原因究明や品質性能検査な
どの依頼に対応できる機能を強
化するために必要な経費のうち
次に掲げるもの
商品テスト機器の購入、試買

品購入費などの調査費、使用料
及び賃借料（下水道料を除く。）、
専門家に商品テストの実施を依
頼するための謝金・旅費、商品
テストを外部機関に委託するた
めの経費

エ 地方苦情処理委員 苦情処理委員会の開催の促進、
会活性化事業 あっせん・調停機能の強化のた

めに必要な経費のうち次に掲げ
るもの
委員手当、委員等旅費、講師

謝金、講師旅費、会場借料、会



議費、調査費

(推進事業)
(2) 消費生活相談員養成 市町村 実務的研修のうち、「法人募集 10分の10以内
事業 型」については、報酬及び旅費 （知事が別に

実務的研修のうち、「自治体参 定める額を限
加型」については、会計年度任 度額とする。）
用職員の給料、報酬、手当、費 寄附金その他
用弁償及び社会保険料、任期付 の収入金があ
短時間勤務職員の給料、手当及 るときは補助
び社会保険料（ただし、給料及 金の額の算定
び報酬については一人の職員に に当たり、当
ついて日額１万５千円を上限と 該寄附金その
する。） 他の収入の控

除等を行う。

(推進事業)
(3) 消費生活相談員等レ 市町村 １ 研修開催 10分の10以内
ベルアップ事業 研修の開催に必要な講師謝 （知事が別に

金、講師旅費、会場借料、会 定める額を限
議費、教材作成・購入に係る 度額とする。）
経費、研修開催を委託するた 寄附金その他
めの経費 の収入金があ

２ 研修参加支援 るときは補助
消費者行政担当者が消費者 金の額の算定

行政に係る研修に参加するた に当たり、当
めに必要な旅費、研修費、教 該寄附金その
材費、研修参加を委託するた 他の収入の控
めの経費（「消費生活相談員養 除等を行う。
成事業」に係るものを除く。）

(推進事業)
(4) 消費生活相談体制整 市町村 消費生活相談など消費者行政 10分の10以内
備事業 機能を強化するための人的体制 （知事が別に

整備に要する経費のうち次に掲 定める額を限
げるもの（会計年度任用職員に 度額とする。）
対しては、給料、報酬、費用弁 寄附金その他
償、社会保険料（雇用主負担分）、 の収入金があ
時間外勤務手当及び制度移行後 るときは補助
に新たに発生した各種手当、任 金の額の算定
期付短時間勤務職員に対しては、 に当たり、当
給料、手当、社会保険料（雇用 該寄附金その
主負担分）、常勤職員に対しては、 他の収入の控
時間外勤務手当を対象とし、人 除等を行う。
的体制整備を委託するための経
費及び相談業務を委託している



場合の報酬引き上げに要する当
該委託費を含む。）
１ 消費者行政担当者（常勤職
員を除く。）の勤務時間及び勤
務日数の拡大に要する経費

２ 消費者行政担当者（常勤職
員を除く。）の配置・増員に要
する経費

３ 消費者行政担当者（常勤職
員）による時間外勤務に要す
る経費

４ 消費者行政担当者（常勤職
員を除く。）の報酬引き上げに
要する経費

(推進事業)
(5) 地域社会における消 市町村 地域社会における消費者問題 10分の10以内
費者問題解決力の強化 解決力の強化に関する事業に要 （知事が別に
に関する事業 する経費（消費生活相談員の雇 定める額を限

入れに要する経費、需用費のう 度額とする。）
ち光熱水費、役務費のうち電話 寄附金その他
使用料、委託料のうち保守管理 の収入金があ
に係るもの、使用料及び賃借料 るときは補助
のうち下水道料等の経常的な経 金の額の算定
費を除く。） に当たり、当

該寄附金その
他の収入の控
除等を行う。

(推進事業)
(6) 消費者安全法（平成 市町村 消費者安全法第47条第２項に 10分の10以内
21年法律第50号）第47 基づく事務に要する経費として （知事が別に
条第２項に基づく法定 明確に区分されるもの 定める額を限
受託事務 度額とする。）

寄附金その他
の収入金があ
るときは補助
金の額の算定
に当たり、当
該寄附金その
他の収入の控
除等を行う。

(推進事業)
(7) 適格消費者団体活性 適格消費者団 消費者問題に関する取組の活 10分の10以内
化事業 体で知事が適当 性化を図るために必要な事業の （知事が別に



と認める者 実施に直接必要な経費のうち、 定める額を限
次に掲げるもの（経常的な経費 度額とする。）
を除く。） 寄附金その他
賃金、報償費、旅費、需用費、 の収入金があ

役務費、委託料、使用料及び賃 るときは補助
借料 金の額の算定

に当たり、当
該寄附金その
他の収入の控
除等を行う。

（強化事業）
(1) 重要消費者政策に対 市町村 ２分の１以内

応する地方消費者行 （知事が別に
政の充実・強化 定める額を限

度額とする。）
寄附金その他
の収入金があ
るときは補助
金の額の算定
に当たり、当
該寄附金その
他の収入の控
除等を行う。
（ア（ｱ）を
除く。）

ア 消費生活相談の情
報化対応の推進・自
治体連携の促進によ
る相談体制の維持・
充実

(ｱ) 消費生活相談の 新たな相談支援システムのた 10分の10以内
デジタル対応を行 めの入出力装置（マイク付きヘ （知事が別に
うための体制整備 ッドセット、ディスプレイなど）、 定める額を限
（右の例に挙が 周辺機器（プリンター、スキャ 度額とする。）

るような国が推進 ナーなど）、回線敷設に係る費用 寄附金その他
する消費生活相談 メール、ＳＮＳ、非対面（オ の収入金があ
デジタル・トラン ンライン）等を活用した相談受 るときは補助
スフォーメーショ 付の体制整備に係る費用（パソ 金の額の算定
ン（ＤＸ）に資す コン、タブレット、周辺機器、 に当たり、当
る取組に限る。） 広報啓発経費、人件費、指定消 該寄附金その

費生活相談員及び主任相談員の 他の収入の控
事業実施に伴う報酬の増額分 除等を行う。
等）、相談情報の分析機能強化に



係る費用（チラシ、専門家への
謝金、人件費等）、デジタル補助
員の設置に係る経費、ＤＸ計画
の策定・推進に必要な経費（人
件費、委託費、謝金等）、広域連
携の情報化対応のための経費（パ
ソコン、タブレット、周辺機器、
人件費等）

(ｲ) 相談員の業務の テレワーク導入のための経費
テレワーク化に向 （パソコン、タブレット、周辺
けた体制整備 機器等）、テレワーク浸透のため

の経費（マニュアル作成費、専
門家への謝金等）

(ｳ) 指定消費生活相 市町村訪問に係る旅費、指定
談員及び主任相談 消費生活相談員及び主任相談員
員による相談機能 の報酬の増額分
の強化

(ｴ) 広域連携の立上 コーディネーター業務の委託
げ 費、謝金、相談員のパソコン、

什器、備品、参考図書等、広域
連携の実施を周知するための経
費（チラシ、広告等）、広域連
携に係る消費生活相談員の派遣
に係る旅費（消費生活センター
設置自治体が、周辺自治体へ相
談員を派遣する場合等）

イ 配慮を要する消費
者（高齢者、障がい
者、外国人等）に対
する相談・見守り体
制の整備・運用

(ｱ) 配慮を要する消 消費生活相談を受けるための
費者（高齢者、障 体制（自動翻訳機、テレビ電話
がい者、外国人等） 通訳、外国語通訳、手話通訳等）
への対応力強化 整備に係る費用、配慮を要する

消費者を見守る人へ消費生活相
談窓口を周知するための経費、
研修開催経費、広報・啓発経費、
講師謝礼・教材作成費、実態調
査（アンケート）費、消費者教
育コーディネーター委託費、人



件費

(ｲ) 消費者安全確保 消費者安全確保地域協議会（見
地域協議会（見守 守りネットワーク）構築・機能
りネットワーク） 強化のための協議会委員謝礼、
の構築・運営（機 研修開催経費、広報・啓発経費、
能強化） 業務委託費、実態調査（アンケ

ート）費、通話録音装置に係る
費用、会場使用料、消費者安全
確保地域協議会（見守りネット
ワーク）の情報化のための経費
（パソコン、タブレット、周辺
機器等）

ウ 消費者教育・啓発
への取組

(ｱ) 高度な相談対 市町村 高度な相談に対応する専門家
応、相談員等のメ 派遣に必要な経費（新型コロナ
ンタルケア等 ウイルス感染症に伴う対応等）、

研修開催経費、広報・啓発経費、
シンポジウム開催経費、講師謝
礼・教材作成費、相談対応困難
者対応研修、相談員等のメンタ
ルケアに必要な経費

(ｲ) 消費者教育の推 市町村 研修開催経費、広報・啓発経
進 費、講師謝礼・教材作成費、消

費者教育コーディネーター委託
費・人件費、実態調査（アンケ
ート）費

(ｳ) 風評被害払拭の 市町村 研修開催経費、広報・啓発経
ための取組 費、マルシェ開催経費、シンポ

ジウム開催経費、講師謝礼・教
材作成費

(ｴ) 食品表示制度の 市町村 消費者等を対象とした普及・
普及・啓発 啓発に係る費用、研修開催経費

(ｵ) 適格消費者団体 消費者団体 研修開催経費、広報・啓発経
及び特定適格消費 費、シンポジウム開催経費、電
者団体設立に向け 話相談・相談会開催に係る費用
た支援事業

エ ＳＤＧｓへの取組 市町村



（エシカル消費、消
費者志向経営、食品
ロス削減等）

(ｱ) エシカル消費の 研修開催経費、広報・啓発経
普及・促進 費、シンポジウム開催経費、講

師謝礼・教材作成費、実態調査
（アンケート）費

(ｲ) 消費者志向経営 研修開催経費、広報・啓発経
費、シンポジウム開催経費、講
師謝礼・教材作成費、実態調査
（アンケート）費

(ｳ) 食品ロス削減の 研修開催経費、広報・啓発経
取組 費、シンポジウム開催経費、講

師謝礼・教材作成費、実態調査
（アンケート）費、食品ロス削
減推進計画の策定に係る費用、
フードバンク団体等への活動支
援に係る費用

オ 法執行体制の強化、 市町村
事業者のコンプライ
アンス確保への取組

(ｱ) 価格監視・悪質 事業委託費、人件費、執務参
事業者等への対応 考資料の整備に係る費用、専門
強化 家の執務スペースの整備に係る

費用、職員旅費、業務委託先で
ある外部専門家の旅費、物価の
調査に係る費用、物価モニター
の活動に係る費用、物価の周知
に係る費用

(ｲ) 公益通報者保護 研修開催経費、シンポジウム
制度の推進 開催経費、執務参考資料の整備

に係る費用、講師謝礼・教材作
成費、通報窓口の整備に係る費
用、広報・啓発経費

(強化事業)
(2) 国の重要政策に係る 市町村 ２分の１以内
消費生活相談員等レベ （知事が別に
ルアップ事業 定める額を限

度額とする。）



寄附金その他
の収入金があ
るときは補助
金の額の算定
に当たり、当
該寄附金その
他の収入の控
除等を行う。

ア 国が指定するテー 研修参加のための旅費・負担
マの研修への参加 金

イ 国が指定するテー 研修開催経費
マでの研修開催

以下に掲げる事項
に関する研修

(ｱ) 社会のデジタル
化の進展・電子商
取引の拡大への対
応

(ｲ) 配慮を要する消
費者（高齢者、障
がい者、外国人等）
への相談対応

(ｳ) 消費者教育・消
費者政策の普及啓
発

(ｴ) 消費者政策に関
連する法改正等へ
の対応

（強化事業）
(3) 霊感商法を含めた悪 市町村 10分の10以内
質商法対策事業 （知事が別に

定める額を限
度額とする。）
寄附金その他
の収入金があ
るときは補助



金の額の算定
に当たり、当
該寄附金その
他の収入の控
除等を行う。

ア 消費者被害の防止
・早期発見

(ｱ) 消費者教育の推 研修開催経費、広報・啓発経費、
進・周知啓発 講師謝礼・教材作成費、消費者

教育コーディネーター委託費、
人件費、実態調査（アンケート）
費等、
霊感商法等による消費者被害

を防止するための消費者教育、
相談窓口等の周知啓発に必要な
経費（報償費、旅費、需用費、
役務費、委託料、使用料及び賃
借料、備品購入費、報酬、共済
費等）

(ｲ) 消費者安全確保 消費者安全確保地域協議会（見
地域協議会（見 守りネットワーク）構築のため
守りネットワー の協議会委員謝礼、研修開催経
ク）の構築、運 費、広報・啓発経費、業務委託
営（機能強化） 費、人件費、実態調査（アンケ

ート）費、通話録音装置に係る
費用、会場使用料等、
消費者安全確保地域協議会（見

守りネットワーク）の構築、運
営（機能強化）に必要な経費（報
償費、旅費、需用費、役務費、
委託料、使用料及び賃借料、備
品購入費、報酬、共済費等）

イ 消費生活相談等の
機能強化

(ｱ) 消費生活相談の 専門相談窓口設置に必要な経
機能強化 費、高度な相談に対応する専門

家派遣に必要な経費、専門相談
員配置に必要な経費、研修開催
経費、講師謝礼・教材作成費等、
霊感商法等に対する消費生活相
談窓口の機能の強化に必要な経



費（報償費、旅費、需用費、役
務費、委託料、使用料及び賃借
料、備品購入費、報酬、共済費
等）

(ｲ) 悪質事業者等へ 事業委託費、人件費、執務参
の対応強化 考資料の整備に係る費用、専門

家の執務スペースの整備に係る
費用、職員旅費、業務委託先で
ある外部専門家の旅費等、
霊感商法等を行う悪質事業者

に対する法執行（行政処分）等
に必要な経費（報償費、旅費、
需用費、役務費、委託料、使用
料及び賃借料、備品購入費、報
酬、共済費等）


